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論

説

チ

ワ
ン
壮
族

の
婚
姻
習
俗

『不
落
夫
家
』
に
関
す
る
史
的
考
察

一
九
四
九
年

以
前

の
広
西
を
中
心
と
し

て

塚

田

誠

之

序
　
言

　
チ
ワ
ン

　

壮

族
は
、
中
国
少
数
民
族

の
う
ち
最
大
規
模

の
人

口

(約

一
五

五
五
万
人
、
一
九
九
〇
年
)
を
有
し
広
西
壮
族
自
治
区
に
集
居
す
る
。

歴
史
上
、
「漢
化
」
過
程
を
た
ど

っ
た
民
族
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
社
会

・
文
化
に
お
い
て
未
解
明
の
ま
ま

に
残
さ
れ
て
い
る
問
題

点
は
少
な
く
な

い
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
不

落
夫
家
」
と
呼
ば
れ
る
婚
姻
習
俗

で
あ
る
。
そ
れ
は
婚
礼
の
後
も
花

嫁
が
生
家

に
住
み
夫
と
別
居
し
、
初
生
児

の
受
胎
と
と
も
に
夫
方
に

定
居
す
る
習
俗
で
、壮
語
で
も
漢
語
と
同
様
、
「夫
方
に
居
住
し
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ムユ　

こ
と
を
意
味
す
る
用
語
で
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
解
放
前

の
広
西

の

な
か
で
も
、
と
く
に
西
部

・
北
部
　
　
現
在

で
も
壮
族

の
多

い
地
方

で
あ
る
　
　
で
行
な
わ
れ
て
い
た

(大

体

の
分
布

は
地
図
1
を
参

照
)
。
こ
の
婚
俗

に
関
し
て
従
来

の
中
国
本
土
、
こ
と
に

一
九

五
〇

年
代
末
以
降
に
お
け
る
研
究
で
は

(後
述

す
る
よ
う
に
)
単
系
進
化

主
義
的
な
理
論

の
枠
組
み
が
前
提
と
さ
れ
て
起
点
と
終
点
を
設
定
し

て
そ
の
中
間
は
す
べ
て

「過
渡
期
」
と
し
て
括
り
、
な
お
か

つ
母
権

あ
る
い
は
母
系
制

の

「遺
留
」
と
い
う
検

証
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

曖
昧
な
概
念
が
あ
て
は
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
婚
俗
の
歴
史

的
な
変
化
を
ふ
く
め
て
多
く
の
重
要
な
点

が
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
と

な

っ
た
。
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地図1　 民国期の文献に見 える壮族の不落夫家の地域(県)

　　　　 (イ:南 寧、ロ:桂 林、ハ:柳 州、二:百 色、ホ:梧 州、へ:竜 州)

　
こ
の
婚
俗
に
つ
い
て
は
明
代
末
期

か
ら
民
国
期
に
か
け
て
お

よ
そ
五
百
年
間
も
の
時
期
に
お
い
て
多
く
の
史
料
が
あ
り
、
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ　
　

史
的
研
究
が
可
能

で
あ
る
。
ま
た
、

一
九
四
九
年
以
前
に
自
身

が
そ
れ
を
体
験
し
た
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
た
ち
を
対
象
に
現
地

調
査
を
行
な
う
こ
と
も
ま
だ
可
能
で
あ
る
。
通
時
的
な
歴
史
研

究

の
成
果
と
共
時
的
な
調
査
資
料
と
を
結
び

つ
け
た
総
合
的
な

検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
婚
礼

の
後

の
別
居

の
期
間
だ
け
を
切
り
と

っ
て
分
析
す

る
の
で
は
な
く
婚
姻
の
全

体
的
な
過
程

の
中
に
位
置
付
け
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
婚
俗

に
関
す

る
研
究
の
序
章
と
し
て
、

一
九
四
九
年
以
前
の
広
西
に
時
代

・
範
囲
を
絞

っ
て
、
史
料
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ムヨ　

基
づ
い
て
時
間
軸

に
そ

っ
て
変
化
を
追
跡
す
る
こ
と
と
す
る
。

先
行
研
究
と
問
題
点

　
ま
ず
、
「不
落
夫
家
」
に
つ
い
て
主
な
先
行
研
究
を
回
顧
し
、

問
題
点
の
所
在
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
広
西
の
実
権
を
握

っ
た

新
桂
系
軍
閥

の
当
局
に
よ

っ
て
、

一
九
三
三
年
以
降

「改
良
風

俗
」
政
策
が
推
進
さ
れ
た
。
婚
俗

「
不
落
夫
家
」
も
改
革
の
対

象
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
各
地
で
実
態
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
当

時

の

一
般
的
な
婚
姻
は
次

の
よ
う

な
段
取
り
で
行
な
わ
れ
た

[楊
喧

一
九
三
四
a

"
九
三
-
九
九
]
。
ω

「訂
婚
」

(結
婚

の

交
渉
)
"
男
性

の
父
母
が
媒
人
を
立

て
て
縁
談
を
托
す
。
媒
人
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地図2　 清代広西概略図

　 　 　 (ロ:省 会、●:府 ・直隷州、○:県 、括弧内は現在の名称)

は
女
性
の
家

に
行
き
交
渉
す
る
。
た
だ

「門
戸
相
対

・
年
齢
相

当
」

の
み
が
基
準

で
あ

っ
て
体
格

・
学
識

・
技
能

・
恋
愛
感

情

・
本
人

の
意
思
は
基
準
と
さ
れ
な

い
。
回

「年
庚
」

(八
字
。

当
事
者
の
相
性
占

い
)
を

「算
命
先
生
」
に
推
算

し
て
も
ら
い
、

合
え
ば
媒
人
が
女
性
の
家
に
行
き
報
告
し
婚
約

の
期
日
を
決
め

る
。
㈲

「報
好
」
「下
訂
」

(正
式
な
婚
約
)
。

一
ヵ
月
以
降
に

礼
物
を
納
め
婚
約
が
成
立
す
る
。
ω

「選
期
」

(婚
礼

の
日
取

り
の
決
定
)
。
男
性
側
は
議
定
し
た
聰
金

(結
納
)
や
首
飾
り

を
媒
人
に
托
し
て
贈
る
。
嫁
入
り

の
数
日
前
か
ら

「伴
娘
」
を

つ
と
め
る

「姉
妹
」
た
ち
と
花
嫁
が
契
嫁
を
す
る
。
困

「迎
嬰
」

(花
嫁
迎
え
)
。
婚
礼
の
日
、
早
朝
に
夫
家
が
各
種

の
礼
物
を
贈

る
。
花
嫁
が
嫁
入
り
す
る
。
「拝
天
地
」
・
「拝
祖
先
」
・
「交
拝
」

儀
式

(「拝
堂
」
)
を
行
な
う
。
囚

「回
門
」
(姻
族

へ
の
挨
拶
)
。

地
方
に
よ
り
期
日
が
異
な
る
が
、
三
日
目
に
花
嫁
が
ま
ず
夫
方

の
祖
先
を
拝
し
、
夫
の
父
母
や
親
戚

た
ち
に
会

い

(「拝
茶
」)
、

夫
と
と
も
に
生
家

へ
戻
る
。
花
婿
と
嫁
方
の
者
が
面
会
す
る
。

嫁
方
で
祝
宴
を
開
き
、
夫
妻
は
当
日
中
に
帰
る
。
以
上
の
ω
～

困
は
通
常

「
六
礼
」
と
言
わ
れ
る
漢

人
の
伝
統
的
な
婚
姻
の
過

程

で
あ
る
。

　
当
時
、
広
西
全
体

で
約
三
分

の

一
も

の
人
々

(「土
話
を
話

す
狸
人
」)
が
不
落
夫
家
を
行
な

っ
て
い
た
と

い
う
が
、
そ

の

原
因
と
し
て
五
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

[楊
喧

一
九
三
四
b

"

八
七
]
。
す
な
わ
ち
、
O
早
婚
。
幼
年

ゆ
え
家
務
を
処
理
す
る
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能
力

が
な
い
。
口
旧
礼
教
の
未
改
革
。
嫁
が
夫

の
父
母
に
仕
え
る
こ

と
を
苦

に
す
る
。
日
女
性
の
労
働
力
。
生
家
が
娘
の
労
働
力
を
利
用

し
て
農
作
業
に
従
事
さ
せ
る
。
四

「姉
妹
」
か
ら
の
影
響
。
嫁
が

「姉

妹
」

か
ら
言
わ
れ
る
の
で
、
夫
方

に
定
居
す
る
の
を

「差
恥
の
事
」

と
思
う

。
㈲
女
性
の
性
的
行
動
。
不
落
夫
家
は
郷
村
に
多
く
、
既
婚

と
言

っ
て
も
夫
と
会

っ
た
こ
と

の
な
い
嫁
も

い
る
。
普
通
は
年
中
行

事

の
た
び
に
夫
家
に
帰
り

一
、
二
夜
し
て
ま
た
生
家
に
戻
る
。
出
産

の
と
き

に
夫
家
に
初
め
て
帰
り
同
居
す
る
。
し
か
し
、
妊
娠
せ
ず
に

三
、

五
、
八
、

一
〇
年
と
夫
方

へ
戻
ら
ず
、
そ
れ
を
何
と
も
思
わ
な

い
者
も

い
る
。

　
次

に
各
地
の
個
別
的
な
報
告
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
都
安
県

の

場
合
、
次

の
点
が
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
[雷
輝

一
九
三
六
」
。

0
農
業

が
生
活
基
盤
ゆ
え
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
と
も
に
生
産
に
参

加
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
里
方
で
は
娘
が
嫁
出
す
れ
ば
労
働
力
を

一
人

失
う

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
産
を
維
持
す
る
た
め
に
娘
を
暫

時
留

め
て
家

の
助
け
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
口
早
婚
。
五
、
六
歳
で

婚
約
、

一
四
歳
ほ
ど
で
結
婚
す
る
。
日
嫁
は
里
方
で
は
比
較
的
自
由

で
拘
束

を
受
け
な

い
が
夫
方

へ
行
く
と
日
常
生
活
に
お
い
て
夫
の
監

督
、
姑

の
蔑
視
、
嘲
罵
を
受
け
る
。
四
こ
れ
ら
の
こ
と
が
不
落
夫
家

の
気

風
を
生
む
。
そ
し
て
、
も
し
嫁
が
夫
に
満
足
し
て
い
て
も
、

(不
落
夫
家
を
し
な
け
れ
ば
)
族
中

の
姉
妹

・
仲
間
た
ち
の
嘲
笑
を

受
け

る
。
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
指
摘
は
先

の
楊
燈
が
挙
げ
る
の
～

四
と
同

じ
主
旨
で
あ
る
。

　
次

に
笛
巴
寧
県

の
場
合
、
六
点

が
挙
げ

ら
れ
て
い
る

[充
真
化

・

梁
上
燕

一
九
三
八
]
。
す
な
わ
ち
先
に
挙
げ
ら
れ
た
生
家
に
と

っ
て

の
労
働
力
、
早
婚
と
そ
れ
に
起
因
す
る
嫁

の
父
母

の
不
安
感
、
夫
方

で
の
嫁
の
不
自
由
、
「姉
妹
」

の
攣
肘
の
ほ
か
、
「盲
婚
」
に
対
す
る

女
性

の
不
服
従
、
さ
ら
に
男
女
の
自
由
な
結
び

つ
き
を
仲
立
ち
す
る

場
と
し
て
の

「風
流
館
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
次

に
解
放
後

の
研
究
を
見

て
み
よ
う
。
ま
ず
馬
深
が
新
た
な
論
点

を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
落
夫
家

の
要
因
と
し
て

「封
建
包

辮
婚

(父
母

の
統
制
に
よ
る
結
婚
)
由
来
説
」
と
そ
れ
に
対
す
る
反

論
と
を
挙
げ
た
上
で
、
封
建
包
辮
婚
よ
り
も

ふ
る

い
婚
姻
形
式

の
「遺

留
」
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
「原
始
氏
族
社
会
」
時
期
に

「対
偶
婚
」

か
ら

=

夫

一
婦
制
」
に
向
か
う

「過
渡

的
段
階
」
に
お

い
て
生
ま

れ
た
と
結
論
付
け
て
い
る

[馬

一
九

五
七
]
。
言
う
ま
で
も
な
く

モ

ル
ガ
ン
の
単
系
進
化
論
的
学
説
の
枠
組
み
を
当
て
は
め
た
も

の
で
あ

る
。
こ
の
方
法
論
は
遅
く
と
も

一
九
五
七
年
ま
で
に
は
登
場
し
普
及

し
た
よ
う
で
あ
る
。
解
放
直
後

の
段
階
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
の

「四
原

則
」
を
当
て
は
め
て

「不
落
夫
家
」
も
壮
族
の
共
通
文
化
の

一
つ
で

あ
る
と

い
う
説
明
し
か
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た

(『広
西
日
報
』　
一

九
五
二
年

一
一
月
五
日
)
が
、
大
き
な
変

化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ムる　

　
以
降
、
多
く
の
学
者
が
こ
の
見
方
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。
が
、

見
逃
せ
な

い
の
は
解
放
前
に
提
起
さ
れ
て

い
た
論
点
も

(全
て
で
は

な

い
が
)
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば

[《壮
族

百
科
辞
典
》
編
纂
委
員
会

(編
)
一
九
九
三

"
三
七
二
]
に
よ
る
と

「不
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落
夫
家

」
の
原
因
と
し
て
五
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
の

「
対
偶
婚
」

か
ら

=

夫

一
婦
制
」
に
向
か
う

「過
渡
」
に
お
け
る

一
種
の
婚
姻

形
式
で
、
「
母
系
制
の
父
系
制
に
対
す
る
頑
強
な
抗
争
を
反
映
す
る
」

も
の
と

い
う
論
点

の
ほ
か
、
口
女
性
の
婚
姻

へ
の
不
満
。
日
子

の
出

生
以
前

に
夫
方
に
定
居
す
る
と
他
人
か
ら
蔑
視
さ
れ
る
。
四
早
婚
な

の
で
家
事
労
働
を
担
う
の
が
困
難
。
固
女
性

の
自
由
な
生
活

へ
の
未

練
、
と

い
う
解
放
前
に
提
起
さ
れ
て
い
た
論
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

溢
其
旭

も
、
上
記

の
理
論
を
適
用
す
る
以
外

に
女
性

の
経
済
力
、
女

性
の
結
婚

に
対
す
る
不
満
、
女
性
の
自
由
な
性
的
関
係

の
維
持
を
挙

げ
て

い
る

[播

一
九
八

一
"
七
九

-
八
二
]
。

　
さ
ら
に
、
莫
俊
卿
に
よ
る
と
、
「
不
落
夫
家
」
は

「原
始
的
婚
姻
」

の

「名
残
」
の

一
つ
で
、
花
嫁
が
夫
家
に
短
期
間
泊

っ
て
後
は
里
方

で
暮
ら
し
、
里
方
と
男
家
と
の
間
を
行
き
来
す
る
状
態
を
い
う
。
不

落
夫
家
期
間
中
、
花
嫁
は
村

の
娘
た
ち
と

「歌
櫨
」

(歌
掛
け
を
主

と
し
た
男
女

の
社
交
活
動
の
場
)

に
出
か
け
情
歌
を
唱
う
こ
と
が
で

き
る
。
夫
方

に
行

っ
た
時
に
は
ま
る
で
お
客

の
よ
う
に
し
て
い
て
、

主
婦
と

し
て
の
ど

の
よ
う
な
権
利
も
義
務
も
な
い
。
里
方

で
は
彼
女

は
未
婚

の
娘
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
権
利
と
義
務
の
す
べ
て
を
享

有
す
る
。
あ
る
者
は

「姑
娘
田
」
を
耕
す
権
利
を
享
有
し
収
穫
は
自

分
の
所
有
と
な
る
。
身
ご
も
る
と
は
じ
め
て
夫
家
に
ひ
き
移
る
。
第

一
子
が
誕
生
し
て
盛
大
な

「
三
朝
酒
」
を
挙
行
し
た
と
こ
ろ
で
、
や

っ
と

「成
家
」、
す
な
わ
ち
正
式
に

=

夫

一
婦
制

の
小
家
族
」
を

成
し
た

と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
時

に
な

っ
て
里
方
は

「姑
娘
田
」
や

牛
な
ど

の
貴
重
な
持
参
財
産
を
男
家
に
贈

る
。
以
上
で
婚
姻
の
締
結

ま
で
の
す

べ
て
の
過
程
が
完
結
す
る
、
と

い
う

[莫

一
九
八
六

(百

田
訳

一
九
九
六
)]
。
こ
こ
で
は
不
落
夫
家

の
原
因
で
は
な
く
過
程
が

記
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
婚
姻

の
過
程

の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と

に
よ

っ
て
そ
れ
な
り

の
説
得
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
初

生
児
の
誕
生
を
祝
う
儀
礼

「三
朝
酒
」
の
挙
行
を
機
に
持
参
財
が
夫

家
に
送
ら
れ
、
そ
の
時
点
で
は
じ
め
て
婚
姻
が
成
立
す
る
と
い
う
指

摘
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し

「原
始
的
婚
姻
」
の

「名
残
」
・
「
一
夫

一
婦
制
の
小
家
族
」
と
い
う
既
製
理
論
の
適
用
、
事
例
が
個
別
的
な

の
か

一
般
的
な
の
か
、
ま
た

い
つ
の
、
ど

の
地
点
の
事
例
な
の
か
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハら
　

く
言
及
さ
れ
て
い
な

い
の
か
が
問
題
で
あ

る
。
先
行
研
究
に
お

い
て

既
製
の
理
論
を
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
歴
史
的
な
分
析

の
可
能

性
が
阻
ま
れ
て
来
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
個
別
的
な
史
料
を
多
く
用

い
て
婚
姻
の
具
体
的
な
過
程
を
時
間
軸
に
沿

っ
て
検
討
す
る
こ
と
が
不

落
夫
家
に
対
す
る
将
来

の
解
明

へ
の
糸
口
を
得
る
の
に
有
効
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
以
下
に
、
配
偶
者
の
選
択
、婚
礼
ま
で
の
過
程
、不
落
夫
家

の
開
始
と
期
間
中
の
花
嫁

の
行
動
、
不
落
夫
家

の
終
了
と
い
う

一
連

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ム　　

過
程
に
つ
い
て
歴
史
的
変
化

に
焦
点
を
当

て
て
論
じ
て
行
き
た
い
。

二
　
配
偶
者
の
選
択

　
壮
族
は
歌
を
好
む
民
族
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
中
で
も
男
女
の

間
で
の
歌

の
掛
け
合

い

「対
歌
」
が
著
名

で
あ
る
。
歌
の
掛
け
合

い
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が
婚

姻
に
お

い
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点

に
つ
い
て
、
明
代
中
期
か
ら
清
代
中
期
に
か
け
て
の
諸
記
事

を
表

1
に
挙
げ
た
。

　
対
歌
を
行
な
う
当
事
者
は

「少
婦
」
「少
男
」
(4
、
以
下
数
字
は

表
中

の
史
料
番
号
を
示
す
)
・
「少
年
」
(3

・
5
)
「処
女
少
煩
」
(3
)

「少
年

男
女
」
(7
)
と
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
年
齢
は
男
性
が

「冠
」

(二
〇
歳
、
1
)
・
女
性
が

「
笄
」

(
一
五
歳
、
1

・
5
)
で
あ
る
。

こ
れ

ら
の
記
事

に
お
い
て
、
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
当
事
者
が
対
歌

を
行
な
う
。
対
歌

の
ほ
か
に

(繍
)
球
を
拗
る
活
動

(2

・
8
)
が

付
随
す
る
場
合
も
あ
る
。
衣
帯

・
天
秤
棒
な
ど
の
贈
答
も
伴
な
わ
れ

る

(
3

・
4

・
5

・
7

・
8
)
。
当
事
者
は
配
偶
者
を
選
択
し
、
そ

の
後

に
両
親

に
報
告
し
、
両
親
が
婚
礼

の
準
備
に
と
り
か
か
る
(1

・

3

・
7
)
。
5
で
は
、
対
歌
を
通
し
て
配
偶
者
を
決
め
た
後
に

「媒
人
」

に
依
託
し
て
婚
約
の
手
続
き
を
し
、
そ

の
際

に
婚
資
と
し
て
蘇
彷
木

で
染
め
た
ビ
ン
ロ
ウ
ジ
の
実
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
7
で
は
、
対
歌

で
配
偶
者
を
決
め
た
後

に
当
事
者

の
男
女
そ
れ
ぞ
れ
が
父
母
に
報
告

し
、
し
か
る
後

に
父
母
は
媒
人
に
依
託
し
て

(両
家
を
往
来
し
て
の
)

婚
約

の
手
続
き
を
し
、
そ
の
際
に
結
納
と
し
て
キ
ン
マ
を
噛
む
材
料

一
式

(蘇
彷
木
で
紅
に
染
め
た
ビ
ン
ロ
ウ
ジ
の
実

・
キ
ン
マ
の
葉

・

石
灰
)
が
用
い
ら
れ
て
い
る

(前
掲
5
も
然
り
。
9
で
は
結
納
と
し

て
牛

が
用

い
ら
れ
て
い
る
)
。
対
歌

の
行
な
わ
れ
る
季
節
は
、
3
で

は
旧
暦
正
月
、
4
で
は
春

で
あ
る
。
ほ
か
に
春
秋

の
社

日

(6
)
・

上
元

(11
元
宵
、
6

・
8
)
・
中
元

(6
)
と

い
っ
た
年
中
行
事

の

際
な
ど
、
重
要
な
年
中
行
事
が
行
な
わ
れ

る
機
会

や
四
季

の
う
ち
春

季
に
多

い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
都
市

・
都
市
近
郊

・
農
村
と
の
相
異

(3
)
も
窺
わ
れ
る
。
郷
村
で
は

「
十
指

の
家
」
で
あ

っ
て
も

一
般

の
壮
族
と
同
じ
習
俗
が
ま
だ
保
た
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
な

お
、
配
偶
者
は
同
姓
を
問
わ
な
い

(6
)
。
配
偶
者
の
選
択
に
際
し

て
は

「自
ら
相

い
配
合
」
(
1
)
、
す
な
わ
ち
当
事
者
の
意
思
に
よ
る

主
体
的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
行
為
を
当

事
者
の
両
親
は
ご
く
自
然
な
こ
と
と
し
て
お
り
、
娘
が
選
ん
で
連
れ

て
来
た
配
偶
者
を

「欣
然
」
と
し
て
歓
待

し
て
い
る

(3
)。
5
で
は
、

幼
少
の
時
よ
り
歌
に
馴
れ
親
し
ん
だ
娘
が

「笄
」
の
年
齢
に
な
る
と

両
親
は
こ
れ
を

「山
野
に
放
」
ち
、
彼
女

が
対
歌
を
行
な

っ
て
配
偶

者
を
選
ぶ
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
8
に
は
対
歌
に
参
加
し

た
娘
が
候
補
者
を
連
れ
帰
ら
ね
ば
父
母
が

「楽
し
ま
な

い
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　
明
代
～
清
代
初
期

の
時
期
に
お
い
て
、
地
域
に
よ

っ
て
は
清
代
中

期
ま
で
も
、
配
偶
者

の
選
択
に
お
い
て
は
当
事
者

の
主
体
性
が
重
視

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
前
掲

(第

一
章
)

の
楊
焙
ら
の
報

告

・
指
摘
と
は
懸
隔
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
さ

ら
に
民
国
期

の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

〔史

料

1
〕　

民

国

『
思
恩
県

志
』

二
、
社
会

、

風
俗

「
冠

婚
喪

祭
」

俗

に
早
婚

が

多

い
。

普

通
、

多

く

は
七

、

八
歳

で
婚

約

し
、

二

、
二

歳

で
結

婚
す

る
。

婚
約

は
媒

人

に

よ

っ
て
取

り
持

た

れ
、
年

庚

八
字

に

X48



基

づ

く
。

八
字

が
合

っ
て
は
じ

め

て
結
婚

す

る

こ
と

が

で
き

る
。
男

女

双
方

の
同

意

を
求

め

る
も

の
が

い
れ
ば
、

媒
人

が

期

日
を
決

め

て
二
人

を
連

れ

て

「
嘘

場

」

(定

期

市

)

で
面

会

さ

せ

見
知

ら

せ

る
。

双

方

が

同
意

す

れ
ば
成

婚

可
能

と

な

る
。

し
か

し
、
当

事
者

が
童

子

で
あ

る
場

合
、

も
と

よ

り
思
慮

分

別
も

な

い
の

で
、

親
族

や
旧
友

で
父
母

が
互

い

　

の
子

を
結

婚

さ
せ

た

い
意

思
が

あ

る
場
合

、
双

方

の
父

母

が
自

ら
仕

切

　

っ
て
媒

人

に
保

証

人

に
な

っ
て
も

ら
う

。

婚

姻

は

「
中
表

」

(父

方

平

行

イ

ト

コ
以
外

の
イ

ト

コ
)

を
避

け

な

い
。

同
宗

を
避

け

る

が
、
同

姓

婚

は
少
な

く

な

い
。

(中
略

)

(「
郷
村

の
習
慣

」
と

し

て
新

婦

が
婚
後

、

不
落

夫

家

を
行

な

い

一
八
、
九

歳

に
達

し

て
か

ら
夫

家

に
定

居

す

る

こ

と
が

述

べ
ら

れ
、

そ

の
続
文

に
)

幼
年

者

が
父

母

を
恋

し

く
想
う

の
は

人
間

の
天
性

で
あ

り
、

一
二
、
三

歳

の
女

が

夫

家

に
住

ん

で
も

悦

ぶ
わ

け
が

な

い
。

そ

こ
で
往

々
嫁

入

り
し

た
後

、
勝

手

に
里

方

へ
帰

る
。

あ

　
る
家

で
は
姑

が
夫

を
し

て
花

嫁
を

連

れ
戻

し

た
り

、

ひ
ど

い
場
合

に
は

郷
打

を
加

え

る

の
で
、

嫁

は
夫
家

を

嫌

が
り
畏

れ

る

よ
う

に
な

る
。
悪

感

情

が
生

ま

れ
離
婚

の
兆

し
と

な

る
。

こ

の
故

、

郷
村

に

お
け

る
離
婚

事

件

の
直

接

の
原

因
と

し

て
、
半

分

は
当
事

者

に
、
半

分

は
姑

の
行
動

　
に
あ

る
。

〔史

料

2
〕　

民
国

『宜

北
県

志
』

二
、

社
会

、

「
風
俗

」

婚

礼

は
、

父
母

が
仕

切

り
、

当
事

者
自

ら

は
択

ば

な

い
。
双

方

の
父

母

　

の
関
係

が
善

く
、
男

女

の
年

貌

・
貧
富

の
程
度

が

同
じ

な

ら
、
適

齢
期

　
に
達

し

て

い
る
か

は

問

わ
ず

、
媒

人

に
托

し

て

「
問
字

」

(
八
字

に
よ

　
る
相

性
占

い
)

を

す

る
。
女

家

が
許

せ
ば

娘

の
年
庚

を

媒
人

に
托

し

男

家

に
渡

す

。
男

家

は
星

士

に
占

い
を
頼

み
、
相
性

が
衝
剋

し

な
け

れ
ば

結

婚

が
可

能
と

な

る
。

(中
略

)

兄
弟

姉
妹

の
間

で
は
結
婚

し
な

い
が

、

同
姓
者

の
間

で
は

こ
れ
を
避

け

な

い
者

が
多

い
。

こ
こ
で
は
父
母
が
媒
人
に
依
託
し
て
男
家

・
女
家
を
往
来
し
て
縁
談

を
決
め
る
方
式
で
あ
る
。
見
合

い
の
場
を

設
定
し
て
当
事
者
の
意
思

を
聞
く
場
合
も
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
多
く

は
七
、
八
歳

で
婚
約
し
、

一
一
、
二
歳
で
結
婚
す
る

(郷
村
で
は
不

落
夫
家
の
期
間
を
経
て

一

八
、
九
歳

に
な

っ
て
は
じ
め
て

「
団
聚
」

す
る
こ
と
が
で
き
る
)
と

　
　
ム　
　

い
わ
れ
、
当
事
者
が
実
際
に
決
め
る
場
合

は
少
な
か

っ
た
。
史
料
2

か
ら
は
父
母
が
選
ぶ
の
で
あ

っ
て
当
事
者
自
ら
が
選
ぶ
の
で
は
な

い

こ
と
、
双
方
の
年
齢

・
容
貌

・
経
済
状
況

の
釣
り
合

い
の
み
が
問
わ

れ
、
当
事
者
が
結
婚

の
適
齢
期
に
達
し
て

い
る
か
ど
う
か
は
問
題
に

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
史
料
1
で
は
早
婚

の
も
た
ら
す
弊
害
、
婚
後
生
家

へ
戻
る
嫁
を
め
ぐ

っ
て
夫
や
姑
が
関

係
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
史
料

1

・
2
と
も
同
姓
婚
が
行
な
わ

れ
て
い
る
が
、
婚
姻
過
程

に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
に
複
雑
化
、
言

い
か
え
る
と

「漢
化
」
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　

ム　
　

い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
以
上
よ
り
明
末
～
清
中
期
に
は
当
事
者

が
「歌
を
以

っ
て
婚
を
成
」

(表

1
1
9
)
し
て
い
た
の
が
、
約
百
年
後

に
な
る
と
同
じ
地
域
で

大
き
な
変
化
、
す
な
わ
ち
早
婚
と
儀
礼
に
お
け
る
漢
化
が
生
じ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　

ハ　
　

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
当
事
者
側
か
ら
見
る
と
恋
愛
の
自

149一 壮族の婚姻習俗『不落夫家』に関する史的考察



表1　 婚姻における 「対歌」の意義に関する記事(明 代中期から清代中期)

番号

1

2

3

4

5

6

7

史料名

宣徳『桂林郡誌』

二〇、雑志、諸

番蛮夷 「撞人」

桑悦 『思玄集』

四 「撞俗詩」

王済 『君子堂日

言旬手鏡』

万暦『広西通志』

三三、外夷、諸

夷種類 「獲」

『広東 新 語 』一 二 、

詩語 「奥歌」

『鯉 西叢 載 』二 四 、

狸 、(万 暦?)
「永福 県志 」

康 熈 『永淳 県 志』
-0
、風 俗 「憧

人 」

編纂年

景 泰 元 年

(1450)

弘 治18年

(1505)

正徳16年

(1521)

万 暦27年
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記事訳文

男女が冠笄の年齢になると山林に出遊する。男が唱い女

が和す。それぞれに適う相手が見つかれば、自ら相い配

合(え んぐみ)し 、贈 り物をして思慕の情を結ぶ。後に、

父母に告げて婚礼を致す。

互いに唱歌し自ら成親(え んぐみ)す る。男女が分れて

毬(球 投げ)を 行う。

郷村では正月元旦か2日 から異なる村の 「少年」・「処女

少娯」の間で対歌が開始される。歌を通 じて(配 偶者と

なすべき)相 手を求め、衣物(男 はハンカチ、女はシャ

ツ)の 贈答の後、13日 に男性が女性の家に行く。女性の

父母は 「欣然として」男性を迎え歓待する。16日 まで女

性の家で当事者以外の男女たちによる対歌も盛大に行な

われる。件の男女の間に礼物の贈答(女 は男から受け取

ったハンカチに刺繍を施して渡す)が なされ、以降、二

人とも別の対歌には参加しない。この習俗は 「十指に数

えられる(勢 望のある)家 でも同様に行なわれる。県城

とその近郊ではこの習俗は無いかもしくは廃れてしまっ

ている。

「少婦」が春に三々五々連れ立って山頂や水辺に遊ぶ。

歌唱して楽と為す。「少男」 もまた群をなして、歌いな

がら女のところに赴 く。かくて男女は終 日唱和し、衣帯

を贈答 しあって去る。

輿では歌が好まれる。吉慶事が有れば、必ず唱歌を行な

う。(中略)「 狼」は幼少より歌を習いとする。男女は皆

な歌に僑って自ら配す。女が笄に達すればこれを山野に

放つ。少年が数十人も従う。順に歌い、女の意に適った
一人が留まる。男女は互いに贈 り物をする。男は天秤棒

に歌詞数首を刻んだものを、女は刺繍付 きの嚢 ・錦の帯

を贈 り、夫婦となることを約束する。その後媒人に依頼

して蘇栃木で染めた横榔を(結 納として)贈 り婚約する。

結婚は同姓を避けない。上元 ・中元 ・春秋社日の際に、

男女が答歌する。「荷合」(野合)し て、妊娠してから初

めて夫家に帰る。

少年男女は、皆な歌に椅って配偶者を択ぶ。感情が合え

ば、男は女に歌数首を錆んだ天秤棒(金 練 ・花卉で飾 り

つけ漆をひいたものもある)を 贈る。女は刺繍を施した

嚢や錦帯を贈る。それらは手製である。夫婦と為ること

を約束すると、それぞれ父母に告げる。(父母は)媒 人

に仲介を頼み、蘇栃木の汁で染めた橿榔 ・糞葉 ・石灰を

(結納 として)贈 り婚約をする。

i50



(表1続 き)

記事訳文編纂年史料名番号

上元(元 宵)節 の期間中、女子が山谷の間に集まる。近

くの男子が皆行く　(「　女子嘘」という)。(男 女の問で)

毬 を弛 りあう。男子は毬の下に銭を結び付け、女子に向

かって郷げる。(男 子と情の合った)女 子は線帯等の物

を付けて郷げ還す。互いに山歌を歌い、感情が合えば、

女子は男子とともにその実家へ行 く。女子の父母は大い

に喜ぶ。(男 子を連れて来なければ)父 母は楽しまず、

女子が男子を悦ばせることができないという。

嘉 慶25年

(1820)

嘉慶 『霊 山県 志』
一 三
、雑 記 、風

土 「蛮俗 」

8

婦女は外出する際に、麦藁帽子を携帯する。婚姻は、牛

を結納に用いる。歌掛けをして歓とする。蛮俗では、大

抵は歌を以って婚を成す。

道 光9年

(1829)

道 光 『慶 遠 府 志』

三 、風 俗 、 婚姻 、
「思恩 」

9

由
は
あ
る
も

の
の
結
婚

の
自
由
が
な
く
な

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
要
す
る
に
配
偶
者

の
選
択
方
式
は
、
明
清
時
代
に
当
事
者
主
導

型
か
ら
父
母
主
導
型

へ
と
変
化
し
た
。
し
た
が

っ
て
早
婚

・
父
母
包

辮
封
建
婚
は
不
落
夫
家
婚
が
発
生
し
て
は

る
か
後

に
付
け
加
わ

っ
た

現
象
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
嫁
が
生
家

に
戻
る
こ
と
に
と
も
な

っ

て
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル
、
離
婚
に
至

っ
て
は
、
お
そ
ら
く
は
不
落
夫
家

が
早
婚

・
封
建
的
な
父
母
包
辮
婚
に
は
適
合
し
な
く
な

っ
て
か
ら
表

面
化
し
た
現
象
で
あ
る
。

三
　
婚
礼
ま
で
の
過
程

　
次
に
婚
礼
当
日
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
、
結
納

の
内
容
、
相
性
占

い
、
儀
礼

の
複
雑
化

の
三
点
か
ら
検
討
し
た

い
。
ま
ず
、
各
地
に
お

け
る
婚
礼
ま
で
の
過
程

・
結
納
と
し
て
贈
ら
れ
る
品
に
関
す
る
記
事

を
表
2
に
整
理
し
よ
う
。

　
ま
た
ほ
か
に
、
「漢
俗
」
と

「土
俗
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
史

料
を
表
3
に
整
理
し
た
。

　
す
な
わ
ち
明
末

・
清
中
期

の
頃

の
結

納
と

し
て
10
で
は
牛

・
豚

が
、
12
で
は
牛

・
豚

・
鶏
の
ほ
か
ビ
ン
ロ
ウ
ジ

・
酒
が
用

い
ら
れ
て

い
る
。

12
で
は
、
都
市
民

・
郷
村

の

「土
民
」
と
も
に
ビ

ン
ロ
ウ
ジ

と
豚
を
用
い
る
点
は
同
じ
だ
が
、
「土
民
」
の
場
合
、
ほ
か
に

「烏
飯
」

(儒
米

の
オ

コ
ワ
)
が
用

い
ら
れ
、
都
市

で
は
塩

・
茶
そ
し
て
米
花

は
　
ぜ

(爆
米
)
・
油
団

(揚
げ
モ
チ
)
な
ど
の
加

工
食
品
が
用

い
ら
れ
て
い

・51　 壮族の婚姻習俗 『不落夫家』に関す る史的考 察


